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令和４年度 標準保険料率等の公表について 

 

令和４年２月 18日 

長崎県福祉保健部国保・健康増進課 

 

国から示される確定係数等を用いて、令和４年度の市町ごとの納付金及び標準保険料率を算定した

ので、国民健康保険法第８２条の３第４項により、市町ごとの納付金等に基づく「標準保険料率」を公表

します。併せて「１人当たり保険料必要額」を公表します。 

 

１、前提条件 

（１）平成３０年度から投入されている国の追加公費を反映。 

（２）基準年度となる平成２８年度と比較して、改革に伴う負担増が一定割合以上増加する市町に対

し、約１１億円の激変緩和措置を実施。 

 

２、標準保険料率 【別添１】のとおり 

（１）都道府県標準保険料率 

国が指定する算定方式（２方式）や配分割合により算定 

県内全ての市町の保険料率の標準的な水準を表すもの 

（２）市町村標準保険料率 

国が指定する算定方式（３方式）や配分割合により算定 

市町ごとの保険料率の標準的な水準を表すもの 

 

３、１人当たり保険料必要額 【別添２】のとおり 

（１）１人当たり保険料必要額（県平均額）  

平成２８年度（基準年度） 令和３年度 令和４年度 

104,482円 108,647円 108,647円 

平成２８年度と比較して単年度換算で０．7％増加。令和 3年度と同額。 

＜増減の主な要因＞ 

保険給付費（医療費）の変動 

※実際の保険料は、標準保険料率を参考として各市町が決定するため、今回の算定結果は

実際の保険料額を示すものではありません。 

（２）市町ごとの１人当たり保険料必要額 

      市町ごとの平成２８年度と令和４年度の比較では、単年度換算で▲１．6％～２．0％の増減。 

市町ごとの令和 3年度と令和 4年度の比較では、▲7.8％～4.8％の減。 

それぞれの所得や医療費指数などを反映するため、市町ごとに金額は異なる。 

 

４、市町の保険料（税）率 

各市町の実際の保険料（税）率は、県が示す標準保険料率を参考に、それぞれの財政状況や保険

料（税）の収納率、最新の被保険者の所得等の情報に基づき決定するため、今回の算定結果は市町

の実際の保険料（税）率を示すものではない。 

     



【別添１】

＜都道府県標準保険料率（２方式）＞

＜市町村標準保険料率（3方式）＞
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長崎市 1.25982 8.86 29,500 19,893 3.05 10,103 6,813 2.58 10,396 5,375

佐世保市 1.09765 8.08 26,887 18,131 3.07 10,152 6,846 2.56 10,304 5,328

島原市 1.16441 8.55 28,470 19,198 3.08 10,185 6,868 2.55 10,275 5,313

諫早市 1.22349 8.90 29,631 19,981 3.07 10,147 6,842 2.52 10,159 5,253

大村市 1.13144 8.90 29,607 19,965 3.02 9,984 6,732 2.40 9,646 4,988

平戸市 1.12883 8.10 26,941 18,167 3.03 10,015 6,753 2.46 9,898 5,118

松浦市 1.12412 8.96 29,834 20,118 3.11 10,277 6,930 2.60 10,460 5,409

対馬市 1.04340 7.84 26,099 17,599 3.01 9,964 6,719 2.46 9,916 5,127

壱岐市 1.09956 8.27 27,536 18,568 3.00 9,913 6,684 2.49 10,014 5,178

五島市 0.98461 7.47 24,866 16,768 3.02 9,978 6,728 2.56 10,317 5,334

西海市 1.11191 7.80 25,971 17,513 2.69 8,914 6,011 2.49 10,040 5,191

雲仙市 1.11862 9.12 30,356 20,470 3.16 10,452 7,048 2.60 10,458 5,407

南島原市 1.12350 8.52 28,355 19,120 3.15 10,406 7,017 2.58 10,377 5,366

長与町 1.04865 8.34 27,746 18,709 2.16 7,158 4,827 2.50 10,064 5,204

時津町 1.10858 9.61 31,988 21,570 1.82 6,006 4,050 2.50 10,055 5,199

東彼杵町 1.22623 9.95 33,128 22,339 2.77 9,178 6,189 2.31 9,313 4,815

川棚町 1.24998 10.05 33,452 22,558 3.00 9,917 6,688 2.49 10,020 5,181

波佐見町 1.10541 8.53 28,375 19,134 3.00 9,928 6,695 2.49 10,042 5,192

小値賀町 0.88213 7.22 24,034 16,206 3.04 10,063 6,786 2.46 9,914 5,126

佐々町 1.03468 7.68 25,551 17,229 2.35 7,772 5,241 2.46 9,884 5,110

新上五島町 1.05872 7.77 25,854 17,434 2.59 8,552 5,767 2.30 9,241 4,778

県平均 1.15985

○各市町の実際の保険料（税）率は、県が示す標準保険料率を参考に、それぞれの財政状況や保険料（税）の収納率、最新

の被保険者の所得等の情報に基づき決定するため、今回の算定結果は市町の実際の保険料（税）率を示すものではない。

介護納付金分 2.26% 16,207円

区分

年齢調整後

の

医療費指数

医療分 後期高齢者支援金分 介護納付金分

医療分 7.53% 45,887円

後期高齢者支援金分 2.66% 15,716円

＜標準保険料率＞

区分 所得割率 均等割額

２



【別添2】
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○１人当たり保険料必要額は、国が示す算定方法により算出した理論値。

市町名

１人当たり保険料必要額 伸び率

① ②

＜１人当たり保険料必要額＞
（単位：円、％）

平成28年度

１人当たり保険料

必要額

令和３年度

１人当たり保険料

必要額

(激変緩和後)

令和４年度

１人当たり保険料

必要額

(激変緩和後)

令和４年度／

平成28年度伸び率

(単年度換算)

令和４年度／

令和３年度伸び率

③ ③／① ③／②

平成28年度

１人当たり

保険料必要額

令和３年度

１人当たり

保険料必要額

(激変緩和後)

令和４年度

１人当たり

保険料必要額

(激変緩和後)

令和４年度／

平成28年度伸び率

(激変緩和後)

(単年度換算)

令和４年度／

令和３年度伸び率

(激変緩和後)

104,467 108,647 108,647 0.7 ▲0.0

98,110 108,975 110,246 2.0 1.2

103,718 99,765 98,511 ▲0.9 ▲1.3

115,577 112,195 108,257 ▲1.1 ▲3.5

117,846 117,355 116,386 ▲0.2 ▲0.8

99,463 110,486 111,762 2.0 1.2

112,037 104,498 102,008 ▲1.6 ▲2.4

108,488 117,291 115,665 1.1 ▲1.4

110,634 111,220 109,689 ▲0.1 ▲1.4

115,566 110,129 106,676 ▲1.3 ▲3.1

96,267 100,992 99,830 0.6 ▲1.2

94,824 105,127 106,604 2.0 1.4

116,675 117,118 120,754 0.6 3.1

112,335 112,572 110,983 ▲0.2 ▲1.4

99,082 109,768 111,402 2.0 1.5

100,720 111,673 113,214 2.0 1.4

104,378 115,842 117,258 2.0 1.2

108,828 117,641 119,423 1.6 1.5

106,244 106,821 111,919 0.9 4.8

112,463 115,800 106,808 ▲0.9 ▲7.8

90,888 100,833 102,132 2.0 1.3

○各市町の実際の保険料（税）は、県が示す標準保険料率を参考に、それぞれの財政状況や保険料（税）の収納率、最新の被保

険者の所得等の情報に基づき決定するため、今回の算定結果は市町の実際の保険料（税）を示すものではない。

○平成２８年度と比較して、１人当たり保険料必要額が一定割合以上増加する市町に対し、激変緩和措置を約１１億円実施。

86,475 96,303 97,163 2.0 0.9

104,467 108,647 108,647 0.7 0.0

３ 


